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１　対象地区の現状

２　対象地区の課題

　封戸地区の担い手は、認定農業者の法人及び個人経営体が主となっている。課題としては、今後、高齢化が進み中
心経営体に記載されている個人経営の農業者が農業をリタイアする時のために、後継者を確保する取組を検討する必
要がある。また、封戸地区の農地は、封戸地区内の経営体に集積・集約化するため、入り作が増えないような地区とし
ての取決めを検討する必要がある。

３  対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針

　集落の農地利用は基本的には、現在主に耕作している認定農業者の法人及び個人に集約化している。今後も、封戸
地区の農地は人・農地プランに記載されている規模拡大の意向のある中心経営体に、地権者と耕作者と協議しながら
集積していく。

実質化された人・農地プラン

ⅰ　うち後継者未定の農業者の耕作面積の合計

ⅱ　うち後継者について不明の農業者の耕作面積の合計

5.5ｈａ

0ｈａ

（備考）

170.8ｈａ

95.1ｈａ

22.2ｈａ

①地区内の耕地面積（農業委員会の地区データを活用）

②アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計

④地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計

③地区内における７０才以上の農業者の耕作面積の合計 16.5ｈａ

直近の更新年月日

令和　　年　　月　　日令和3年3月22日

作成年月日対象地区名（地区内集落名）

　封戸地区　(東大堀・青森・苅宇田
西木・立石・横田)

市町村名

宇佐市
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今後の農地の引受けの意向（５年後）

経営作目 経営面積
農業を営む範
囲

10.0

2.2

15.0米・麦等11.1
3.2
4.7

11.0

2.1

米・麦等

米・麦等

米・麦等
米・麦等

米

米・麦等

米・麦等
認農
認農

認農法

属性

認農

17人

認農

認農
認農
認農

認農法

農業者
（氏名・名称）

認農

経営作目 経営面積

8.2

2.2

N 米・麦等 6.7 米・麦等 6.7

J

K

認農 L 米・麦等 1.8 米・麦等 4.0

認農法 M 米・白ねぎ等 2.0 米・白ねぎ等 5.0

到達 Q 米・麦等



４　３の方針を実現するために必要な取組に関する方針（任意記載事項）

農地の貸付け等の意向
　アンケート結果により、現状では農地の貸付意向はないとのこと。今後は、高齢化により農業をリタイアする方が増え
てくると思われるので、地区の総会等で農地の貸付け意向の確認を行う。

農地中間管理機構の活用方針
　将来の経営農地の集約化を目指し、利用権設定を行う際には、原則として、農地中間管理機構を活用していく。
　中心経営体が病気や怪我等の事情で営農の継続が困難になった場合には、農地バンクの機能を活用し、農地の一
時保全管理や新たな受け手への付け替えを進めることができるよう、機構を通じて中心経営体への貸付けを進めてい
く。

基盤整備への取組方針
　防災対策及び用水の確保を目的として、魚ケ鼻池の改修事業を行っている。今後は、用水確保を目的として、下田に
水門ゲートバルブを建設することを検討する。

新規・特産化作物の導入方針
　米、麦等の土地利用型作物が主になっている。今後、水稲の価格が低下することが予想されるので、水田を畑地化し
て新たな園芸作目の導入も検討し、封戸地区の特色を生かした農産物のブランド化や全国に販売できるシステムの構
築を考え地区全体で利益の上がる農業を目指す。

鳥獣被害防止対策の取組方針
　・猪、鹿等の鳥獣被害が年々大きくなっている。個人だけの対策では限界があるので、地区全体として事業を活用し
侵入防止柵やドローン等の対策を検討する必要がある。


